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Abstract:Chinese is the largest ethnic group in Hong Kong that constinltes 95% of the entire popula―

tion. Filipino is the largest foreign conllnunity in Hong Kong,with 136,323 Filipinos lived in Hong Kong

according to a suⅣ ey conducted in 2007. Of all, more than 120,000 are working as domestic helpers.

51.9%of domestic helpers in Hong Kong are Filipinoso United Filipinos in Hong Kong(UNIFIL)is a

political and support group established by and for the Filipinos working in Hong Kongo lt ailn is to flght

for their rights that they believe have been undeHnined by the Hong Kong and thc Philippine goveHl中

mcnts. This paper is a flcldwork― based smdy of networking, political consciousess and social life of the

Filipinos in Hong Kong through a case smdy of united Filipinos in Hong Kong。

要旨 :香港は,華人の民族グループが95%を 占める地域であり,そ の他の民族の中ではフィリピン人

が占める割合が最 も高い。2007年 の統計では,136,323人 のフィリピン人が香港に居住 している。ま

た,フ ィリピン人の中でも,家事労働者として就労 しているものは,2006年 の統計によると,120,788

人で,外国人家事労働者の全体の約半数の51.9%を 占めている。現在,香港には, フィリピン人家事

労働者を中心にして組織されたユナイテッド・ フィリピナス・ イン・ ホンコン (United Filipinos in

Hong Kong)と いう政治・支援組織を含めたいくつかの組織が存在 している。それは,フ ィリピン及

び香港両政府の不条理な政策に反対するための,ま たフィリピン人の権益を守るための組織でもある。

本研究では,uNIFILを ケース・ スタディーとして,政治・支援組織発起の背景,UNIFILの 活動 ,

政治・支援組織とフィリピン人家事労働者の関わり,政治・支援組織の問題点に着目し,香港に居住

するフィリピン人の支援組織の活動とその諸問題についての考察 したものである。

香港には,フ ィリピン人家事労働者を中心にして組織

されたユナイテッド・ フィリピナス・ イン0ホ ンコン

(United Filipinos in Hong Kong, 以T UNIFIL)と い

う政治・支援組織を含めたいくつかの組織が存在 して

いる。それは, フィリピン及び香港両政府の不条理な

政策に反対するための,ま たフィリピン人の権益を守

るための組織でもある。本研究では,UNIFILを ケー

ス・ スタディーとして,政治 0支援組織発起の背景 ,

L「NIFILの 活動,政治・ 支援組織 とフィリピン人家事

労働者の関わり,政治・支援組織の問題点に着目し,

1。 は じめ に

香港は,華人の民族グループが95%を 占める地域で

あり,そ の他の民族の中ではフィリピン人が占める割

合が最 も高い。2007年 の統計では,136,323人 のフィ

リピン人が香港に居住 している。
1ま た,2006年 の統

計によると, フィリピン人の中でも,家事労働者とし

て就労 しているものは120,788人 であり,外国人家事

労働者の全体の約半数の51.9%を 占めている。
2現

在 ,
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香港に居住するフィリピン人の支援組織の活動とその

諸問題についての考察を行うことを目的としている。

本研究で用いた主な調査方法は,個別インタビュー
,

質問表を用いた聞き取 り,お よび関連資料の参照であ

る。
3

2。 政治・ 支援組織発足の背景

「フィリピン国内および香港政府の政策における間

題の解決のために,両政府に対 して働きかけたい。」

こういった家事労働者を中心とするフィリピン人の熱

意が,香港のフィリピン人家事労働者による政治・支

援組織発足につながっている。現在, フィリピンの国

内政治は,以下に述べる 3つの大きな問題を抱えてい

るといえる。

まずは,深刻な汚職である。香港国際政経 リスク・

コンサルティング会社による,ア ジア13カ 国の経済団

体の汚職に対する調査によると, フィリピンの汚職が

「最 も深刻なレベル」 という結果であった。2007年 に

実施されたアジア汚職ランキングでも同様で,ア ジア

の外資系企業の千名あまりに及ぶ管理職への聞き取 り

でも, フィリピンにおける汚職が最 も深刻であり,最

高点の10ポ イントに近い9.4ポ イントであった。 フィ

リピンの汚職指数は,2006年にワース ト1で あったイ

ンドネシアを越えている。

2007年 9月 ,反汚職法によって,終身刑が言い渡さ

れ,大統領を罷免されエス トラダ (Estrada)氏 は,判

決後 2ヶ 月 もしないうちにアロヨ (Aroyo)現 大統領

による特赦によって釈放された。アロヨ大統領は「こ

の特赦は,フ ィリピン国民の民意を反映したものであ

る。エス トラダ前大統領は,大統領辞任に追い込まれ

たものの,国内にはなおも数百万の支持者がいる。こ

の特赦は国家の団結と進歩のためでもあり, フィリピ

ン国民の利益につながるものである」と国民に説明し

た。これは,司法を無視 した決定であるといえ,親エ

ス トラダ派の国民からの支持を得ようとするものでも

あるとして,カ ソリック教会,法曹界,お よび報道関

係者など,多方面から批判を受けた。
4ま た,ア ロヨ

大統領の配偶者である ミゲル・ アロヨ (Miguel

Aroyo)氏が,中国シンセン市の中興通訊公司による,

3億 2千 9百万米 ドルにも及ぶフィリピン全土におけ

る通信設備の普及のための大型プロジェクトに関与 し,

2億 5千万米 ドルの賄賂を受け取っていることが指摘

されている。
5

2つ 目は,政治的迫害である。2001年 のアロヨ氏の

大統領就任後,死刑制度は廃止されたが,実際には反

政府活動家,人権保護団体など,政府にとって不利益

をもたらすと考えられている人々が迫害され死亡する

事件が相次いでいる。2001年 ～2006年 において,730

人の反政府活動家が暗殺された。とりわけ近年,そ れ

が顕著になり,2004年 ～2006年の 2年間だけをみても,

殺害された人数は290人 に達 している。死者の大半が,

低所得者層を擁護する民主活動家,反政府組織のリー

ダー,弁護士,裁判官などである。このような「司法

制度を通さない死刑」が違法であることはいうまでも

なく,冤罪である場合も含まれている。現在,こ ういっ

た社会活動家への殺害や襲撃が後を絶たない。フィリ

ピン警察もこれらの案件については,ま ったく責任を

負っておらず,多 くの実行犯は不起訴となっている。

警察が行った捜査 も適切なものであるとは言えず,政

府 もそれに対 して,積極的に追及することを行っては

いない。こういった背景 も,政治的迫害を助長させる

原因となっている。

3つ 目は,貧困問題である。世界銀行による貧困の

基準は, 1日 の生活費が 1米 ドル以下となっている。

2005年の場合,フ ィリピンには貧困の基準に該当する

国民が 15。5%に達 しており,国民の47.5%は , 1日 の

生活費が 2米 ドル以下となっている。
6フ ィリピン政

府の2005年 の統計によると, フィリピンにおける一世

帯あたりの平均収入はH米 ドルを下回っている。
7ァ

ロヨ大統領は貧困問題に対 して,既に 2千 5百万米 ド

ルの資金を投入 して,貧困問題の改善を試み, 自らの

大統領の就任後, フィリピンの貧困状態は改善を見せ

ていると示 している。 しかしながら,経済状況が改善

したといっても, フィリピンの政治環境や汚職問題は

なおも,フ ィリピンに負の影響を与えていることは事

実である。アロヨ大統領の政策は,国民の生活を改善

させることには程遠 く,結果として,多 くの国民 (そ

の多 くが家事労働に従事する女性)を ,海外に送 り出

すことになっている。海外に出稼ぎに行 くという選択

肢は, フィリピン国民にとっては,収入を考慮すると

悪 くはない選択肢であるといえるが, フィリピン政府

の海外出稼ぎ者に対する政策は,常 に国民から批判さ

れるものとなっている。

2007年 ,一部の政治家,元軍人,神父,弁護士, ビ

ジネスマン,報道関係者などが組織した「団結のパワー」

という団体が,ネ ット上で,ア ロヨ大統領の配偶者の

汚職事件, フィリピン政府と中国政府による不透明な

北方鉄道プロジェクトの計画,2004年の大統領選挙の

際における人権を無視 した対応などについて問題視 し,
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アロヨ大統領罷免の署名活動を起こしている。
8ま た,

2008年 には,ア ロヨ大統領の配偶者の収賄に不満を持

つ民間組織や宗教団体による反政府デモが実施され,

6千～ 1万人がデモに加わり,ア ロヨ大統領罷免を要

求 した。
9こ

ういった諸問題に対 して,現地の諸団体

は積極的に抗議を行っており,香港を拠点に活動する

L「NIFILも また,他の野党とともに改善のための連署

を送 り, フィリピン本国の政治に関心を示 している。

上述のフィリピン国内に存在する諸問題に付け加え,

香港政府の対外国人家事労働者政策に対 しても,多 く

のフィリピン人は不満を抱いている。とりわけ,税金

問題が家事労働者に重い負担としてのしかかっている

ことが,政治・支援組織の活動を促すきっかけになっ

ている。近年,外国人労働者および雇用主にとって,

最 も反感を買った政策は,2003年から2008年 8月 まで

実施されてきた税金政策である。2003年以降,香港政

府は,外国人家事労働者の最低賃金を400ド ル引き下

げたのと同時に,雇用主に対 しても400ド ルの税金を

徴収するようになった。その政策に対 して,UNIFIL

をはじめとする多くの組織は集会を開き抗議活動を行っ

てきた。
10

3。 I_「NIFILの 設立 と活動

1990年代,香港の外国人家事労働者市場において,

フィリピン人が圧倒的優勢を占めており,1996年 の香

港入境処の統計によると,フ ィリピン人家事労働者人

口は,134,713人 (外 国人家事労働者全体の81.9%),

続いて,イ ンドネシア人家事労働者人口は,164,299

人 (外国人家事労働者全体の12.8%)で あった。

しかしながら,近年はその様相が変わりつつある。

2006年 の香港入境処の統計によると, フィリピン人家

事労働者は120,788人 (外国人家事労働者全体の51.9%)

に続き,イ ンドネシア人は104,129人 (外国人家事労

働者全体の44.7%)を 占めており, フィリピン人人口

は,イ ンドネシア人に追いつかれようとしている。
H

インドネシア人家事労働者は,フ ィリピン人に比べて,

自己の意見や主義を主張する傾向が少なく,ま た雇用

主や政府に対する要求も高 くないため,扱いやすいと

いう理由から,雇用を好まれる傾向があるからである。

それが近年のインドネシア人家事労働者の人口増加の

要因となっている。単純にこの 2つ の民族性を比較 し

ても, フィリピン人は, 自己の権益を守るために,政

治・支援組織を設立 しやすい民族性を有 しているとい

える。

L「NIFILは ,1985年 5月 12日 ,在香港フィリピン人

移民 によって結成 された政治・ 支援組織である。

L「NIFILは ,香港で登録されているフィリピン人によ

る25組織を統括する機構でもあり,メ ンバーは約 8千

人である。メンバーの大半はフィリピン人であり,そ

のうち,香港人メンバーは約 5百人である。 L「NIFIL

は,在香港のフィリピン人が自らの権益および権利を

守るための組織でもあり,ま た,フ ィリピンに居住す

る人々のために自由,公正,平和,そ して独立 した社

会を作 り上げるための組織でもある。

UNIFIL設立の要因 1つ に,「EO-857」 りに反対す

る動きがあった。EO-857と 呼ばれるフィリピンの法

令は,海外で就労するフィリピン人 Bた ちに対 して

課税を義務付けるための法令である。香港に居住する

多 くのフィリピン人家事労働者は,月給の70～ 85%を

故郷に送金 している。2003年 のフィリピン人海外労働

者の本国への送金は76億米 ドルに及んでおり, これに

対 しても,フ ィリピン政府は課税を義務付けている。

また,現在, フィリピン国内では,家事労働者として

出国を申請する者に対 して, フィリピン当局は400米

ドルの「訓1練費」の支払いを義務付けているが, こう

いった未出国者に対する不平等な政策にも多 くのフィ

リピン人が不満を表明している。

海外で就労するフィリピン人が,国際電話などで頻

繁に故郷の家族や知人などと連絡を取るためにかかる

通信費,現地での生活費などといった出費も多 く,税

金はフィリピン人家事動労者にとってかなりの負担に

なっている。こういったフィリピン政府の理不尽な政

策に対抗するには,団結するしかないという考えのも

と,L「NIFILが 結成された。その後,uNIFILは ,EO―

857に 反対するための集会を何度 も開催 している。そ

の集会は,メ ンバーにとって,団結の重要性を再認識

する集会となった。L「NIFILは ,在香港フィリピン人

による他の組織と団結 して,力 を合わせることで,反

移民政策 (Anti― migrant Policy)に 対抗することを可

能とし, フィリピン移民が得るべき共同利益を保障す

ることができると考えているのである。

フィリピン人たちは通常,イ ンターネットや電話な

どでフィリピンの家族や知人を通 して,ニ ュースの報

道を通 して,時 には,電話フィリピン国内の情報を入

手 しているが, こういった「負」の情報はす ぐに伝わ

り,フ ィリピン人の中で大きな不満となって膨れ上がっ

ている。
Иフィリピン移民は海外にいながらも,常時,

祖国や故郷に対する思いを強 く持っている。
bフ

ィリ

ピン人たちは,海外において, こういった組織に加入
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することによって,さ らにフィリピン人 としてのつな

が りを強化 し,フ ィリピン人 としての国家意識や民族

としてのアイデ ンティティを維持 しているとも言える

のである。UNIFILは , こういったフィリピン人たち

の国家に対する意識や,現状に対する不満に働きかけ,

政府が推進する EO-0857への反対運動や,香港政府

による外国人労働者への政策の改善のために活動を行 っ

てきた。 この結果,外国人労働者 (主 に家事労働者 )

の証明費を低 く抑えることに成功 している。 このよう

に,L「NIFILは , メンバーのためだけではな く,香港

にて就労するすべてのフィリピンのために貢献 してい

るのである。

L「NIFILは , このほかに, フィリピン人ための福祉

と教育の普及, トレーニングの実施などをも、くめ,フ ィ

リピ ン人 の た め の支 援 活動 な どを行 って い る。

L「NIFILは ,毎年 , メーデー (5月 1日 ),国 際婦人

デー (3月 8日 ),移民記念 日 (H月 4日 ),国際人権

デー (12月 10日 )に 関する大規模な集会を行 っている

ほかに,デモ,公開討論会,集会などといった活動 も

実施 している。 こういった活動の多 くは,在香港 フィ

リピン人の大半を占める家事労働者の休暇 日である日

曜 日あるいはその前 日に実施 される場合が多い。

最近,L「NIFILに よって実施 された比較的大 きな集

会は,2007年 Htt H日 に,チ ャター・ ロー ド (遮打道 )

で実施 されたフィリピン大統領のアロヨ氏罷免を要求

するための集会であった。 この集会では「打倒アロヨ

大統領」をスローガ ンとして, フィリピンの政府や官

僚にはびこる汚職,物価の急騰,改善 されない貧困な

どの問題を取 り上げ,L「NIFILの メンバーたちによっ

て,道行 く人々 (主 にフィリピン人)に 対 して,ア ロ

ヨ大統領罷免のための署名活動が実施 された。現在 ,

フィリピン政府は,海外におけるフィリピン人労働者

に対 して,重い課税を強いていることか ら,集 まった

フィリピン人たちはアロヨ大統領の罷免要求の署名に

賛同し,そ れはフィリピン政府に提出されることとなっ

た。
16

L「NIFILは ,そ の他の関連す る組織 とも,密接な関

係を築いている。その多 くの組織が,海外移民あるい

は家事労働者による組織であ り,共同の目標を達成す

るた め に連 携 を強 め て い る。 例 え ば , 1996年 ,

L「NIFILは , The Far East Overseas Nepalese Association

(FEONA), Association of Sri Lankan in Hong Kong

(ASL―HK),Friend of Thai(FOT)お よび IndOnesian

Groupと 共に,  The Asian Migrant Coordinating Body

(AMCB)と いう連盟を結成 し,香港 における海外移

人間科学編 (2009年 3月 )

民のための権益と福利を守るための一歩を踏み込んだ。

この連盟は,香港政府が家事労働者のための最低賃金

を引き下げることに抗議す るデモを行 っている。

L「NIFILは また, 国際的な労働者の組織である The

Migrant lntemationalと の連携 し,国際的な支持を得

ている。次章では, フィリピン人に対する聞き取 りを

通 して,フ ィリピン人と組織との関わりを考察する。

4.支援組織とフィリピン人

家事労働者の関わり

4-l UNIFIL主席 0ド ロレス氏

本章では,香港に居住する4人のフィリピン人の声

を紹介する。 UNIFIL主 席 ドロレス・ バランダ レス

(Dolores Balladares)氏 は口,12年前に家事労働者 と

して香港に居住 し,現在も家事労働に従事 しながら,

フィリピン人の権益と福利を守るために UNIFILの 主

席を務めている。 ドロレス氏への聞き取 りを通 して,

UNIFILの 活動およびフィリピン人との関係について

以下に考察する。

UNIFIL主席の ドロレス氏は, フィリピン政府が,

移民たちを商品のように扱い,労働者輸出法に従って,

海外に輸出し,移民の人権と福利を脅かしているとし

て,政府を批判 しており,フ ィリピン移民が, このよ

うに団結することによって, 自身の利益と権利を保障

することができると考えている。また, フィリピンの

政府や官僚にはびこる汚職,物価の急騰,改善されな

い貧困,海外のフィリピン人労働者の送金に対する重

い課税などといった本国の問題だけではなく,香港に

おけるいくつかの問題点を指摘 している。

l番 目は,エージェントの仲介費の問題である。多

くのフィリピン人家事労働者が,香港で就労するため

に利用するエージェントの仲介費が非常に高額である

ことを指摘 している。
蟷

仲介費をエージェントに返却

するために,数 ヶ月分の給料を当てる者 も多 く,多 く

の家事労働者の不満となっている。また,労働時間の

超過や,政府の規定する最低賃金の低さ (イ ンタビュー

を行った時点では,毎月の最低賃金は3480ドルであっ

たが,2008年 7月 ,3580ドルヘと引き上げられている。)

などといった問題 も,多 くのフィリピン人家事労働者

に共通する問題であるとして指摘 している。
り

フィリピン人家事労働者が抱える上述の問題につい

て,多 くの香港人は理解 していない,あ るいは興味を

持っていないというこということも, ドロレス氏は指



摘しており,こ のような大規模な集会を開くことによっ

て,フ ィリピン人に賛同を求めるだけではなく,香港

人にも認識を持ってもらうということを希望 している。

L「NIFILは ,毎週,セ ントラルでメンバーの集会を

開催 し,その際に,フ ィリピン人家事労働者に対 して,

トレーニングなどの講座の開催情報を提供 したりして

いる。このような運営資金は基本的にメンバーの会費

からなるものではあるが, 3千 ドルあまりの給金の中

から多額の会費を要求するわけにはいかず,諸活動を

行う際にも,必要最低限に出費を抑えなければならな

い。また,メ ンバーの大半が,家事労働者として就労

しているため,実際に組織のために活動できる時間は

日曜日や祝祭 日に限られており,マ ンパワー不足 も間

題となっている。

このように,L「NIFILを 通 して,在香港のフィリピ

ン人たちは,フ ィリピン政府に対 して抗議活動を行っ

てはいるものの,実質的には大きな改善は見 られては

いない。その一方で, フィリピン人たちは, こういっ

た行動を通 して,海外にいながらも, 自らの結束力を

強め,ま た, フィリピン人としてのアイデンティティ

を強化 しているのである。

4-3 UNIFIL主要メンバー・ リディア氏

L「NIFILの 主要メンバーの 1人 である, リディア

(Lydia)氏 への聞き取 りからは,多 くのフィリピン人

家事労働者に共通する,政府に対する不満を知ること

ができた。 リディア氏は,1996年 に, フィリピンに二

人の子供を残 して,香港にて家事労働者として就労を

開始 し,就労とほぼ同時に,L「NIFILに 加入 した。 自

らを「行動主義者」と称するリディア氏は,政治に対

する関心は非常に高 く,フ ィリピン政府だけではなく,

香港政府の政策に対 しても,非常に不満を感 じており,

L「NIFILを 通 して,頻繁にデモや署名活動を計画 した

り,積極的にその運動に参与 したりしている。フィリ

ピン政府に対 しては,ア ロヨ政権の下,汚職が横行 し

ていることだけではなく,政府によって,メ ディアに

制限が加えられていることで, フィリピンには言論の

自由が保証されていないこと,政府が海外で就労する

フィリピン人に課税をして,搾取 していることなどを

批半Jし ている。

リディア氏は,香港政府に対しても大きな不満を持っ

ている。フィリピン人家事労働者は,長時間勤務など

の過酷な労働を強いられている場合が多いことは上述

したが, リディア氏は,多 くのフィリピン人家事労働

者が,実質16時間以上の勤務を強いられていることや,
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日用品なども自分で購入 しなければならないことを例

にあげて, こういった状況と,香港政府が設定 してい

る最低法定賃金が見合っていないということを指摘 し

ている。

また,香港政府のフィリピン人家事労働者に対する

配慮のなさについても言及 している。フィリピン人家

事労働者は,休 日になると,セ ントラル地区に集中し,

同郷人たちと集う習慣があるが,そ こに香港政府が大

型ショッピングモールを建設 し, フィリピン人たちを

その駐車場で集わせるように提案 した。本来なら,そ

の駐車場は,雨風をしのいで労働者たちが安全に集う

ことが保障された場所として歓迎されるはずであった

のが,駐車場が予想外に狭 く,千人を超える家事労働

者たちが集まるには不自由をしており,そ の改善策が

なされていないことに対する不満を述べている。

不満は香港政府に対する不満だけではない。 リディ

ア氏は, 日常生活において,香港人のフィリピン人家

事労働者に対する差別についても言及 している。例え

ば,多 くのフィリピン人家事労働者が,高級店の販売

員からは,購買能力がないと見下されて,一度 も話 し

かけられない,相手にされないということを体験 して

いると述べている。野菜市場などでも,多 くの売 り子

は,香港人の顧客に先に声をかけるという。また,釣

り銭の計算ができないと見下されて,釣 り銭をだまさ

れたこともあったという。その一方で,雇用主につい

ては, リディア氏は, 日用品の多 くは自腹を切 らなけ

ればならないが,給金不払いなどの差別的な態度をと

られたこともなく,良好な関係を築 くことができてい

るため,大 きな不満はないと述べている。こういった

数々の不満に対 して,泣 き寝入 りするのではなく,改

善を目指すことが, 自身に与えられた役割でもあると

自負 しているリディア氏は,L「NIFILの 参加を決め,

活動に積極的に参与 している。

4-4 組織未加入の家事労働者 D氏

インフォーマントの 1人であるD氏 (匿名希望 )

は,香港で 2年間家事労働者として就労 している24歳

の女性である。D氏がフィリピンに残 してきた家族は,

両親,妹 2人,弟 3人である。D氏 は 3年前に, フィ

リピンのカレッジを卒業 した後,ウ エー トレスおよび

事務職に従事 して家計を支えようとしたが,給料は安

く,両親の給料と合わせても,大家族の生活を維持す

ることが困難であったために,香港渡航を決意 した。

当時,交際しているボーイフレンドがいたが,家計を

合田 美穂 :在香港フィリピン人の政治・支援組織についての一考察
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支えるために,ボーイフレンドとの結婚よりも,香港

で家事労働者として就労することを決めたという。

D氏は,平 日は,雇用主の家族とともに,中華料理

を調理 して食べ,香港のメディアを視聴 し,香港の伝

統行事に参加するなど,基本的には,香港人と同様の

生活を送っているが,休 日には,同郷人と集ったり,

頻繁に故郷の家族や友人に電話をかけたり,電子メー

ルで連絡をとるなどして,フ ィリピンとのつながりを

保っている。D氏の仕事は,主 に雇用主の幼児 2人の

世話および料理であるが,雇用主に恵まれて,大 きな

問題はなく,就労を継続することができているという。

しかしながら,香港における差別問題については,

リディア氏と同様に,不満を感 じており,野菜市場な

どの商品の価格表示がない場面では,売 り子は香港人

に対 しては,質の高いものを提供 したり,割安の値段

を提示 したりすることが多いが, フィリピン人に対 し

てはそういうサービスが提供されないとして,不満を

あらわにしている。香港政府による法定最低賃金が自

らの労働量と見合っていないこと, フィリピン政府に

よる在外労働者に対する重い課税などについても不満

はあるが, 自分 1人 の力ではどうにもならない, この

状況を受け入れざるを得ないという考えを持っている。

D氏は,UNIFILな どの組織が,反政府 (フ ィリピ

ンおよび香港)の抗議集会やデモを開催 していること

については賛同し,支持 したいと思ってはいるものの,

自らがメンバーになって参与することはないと断言す

る。なぜなら, 自分が UNIFILの ような組織に関わっ

て,反政府運動に参加することによって,安定 した現

在の状況が脅かされ,万一職を失うことになれば,本

末転倒であると考えているからである。近い将来,あ

る程度の貯蓄ができれば,帰国 してボーイフレンドと

結婚 したいと希望 しており,そ のためにも,平穏無事

に「事なかれ主義」を通すつもりであるという。

5。 政治・ 支援 組織 にお け る問題 点

本研究では,在香港フィリピン人家事労働者および

香港人の,政治・支援組織に対する態度を理解するた

めに,上述の個別インタビュー以外にも, フィリピン

人家事労働者50人,お よび香港人50名 を対象に,質問

表形式のショー ト・ インタビューを実施 した。フィリ

ピン人家事労働者の政治・支援組織に対する態度につ

いては, イ ンフォーマ ン ト50名 の うち, 12名 が

UNIFILを 含めた政治・ 支援組織のメンバーであると

回答 している。その12名 を含めた20名 が, これまでに

人間科学編 (2009年 3月 )

支援組織の活動に参加 したり,署名を行なったりして,

何 らかの形で,活動を支援 したことがあると回答 して

いる。その一方で,支援組織のメンバーではない38名

に,メ ンバーではない理由をたずねてみると,10名 が

情報不足,24名 が無関心, 4名 が活動に賛同していな

いことを,理由としてあげている。また,全体の半数

が,政治問題に関心がないと回答 している。

フィリピン人の政治・支援組織に対する,香港人に

よる認識度であるが,イ ンフォーマントの香港人50名

全員が,UNIFILの 名称を聞いたことがないと回答 し

た。また,香港で最 も多いマイノリティ民族がフィリ

ピン人であることを知っているのは30名 であり, フィ

リピンの問題に関心を示 しているのはH名 であった。

これらの調査結果から, フィリピン人の支援組織に

は,組織の認知度不足,影響力の弱さ,組織の香港社

会における受容が不十分であるといった 3つの問題が

存在することを確認することができた。

まず,組織の認知度不足であるが,上述の数字から

も, フィリピン人家事労働者のうち20%が ,情報不足

のために UNIFILの 活動についてよく知 らなかったり,

香港人全員が UNIFILに ついて聞いたことがないと回

答 したりしているように,実際にはこういった政治 0

支援団体の知名度は高いものではないといえる。その

要因として,宣伝不足が考えられる。2007年 Htt H日

における参与観察では,多 くのフィリピン人家事労働

者が集 うセントラルのエ ンプレス広場にて,L「NIFIL

が確保 した小さいコーナーに旗が立てかけてあり,一

見, どのような組織のどのような活動なのかわからな

いという印象を受けた。注意 していなければ気づかず

通 り過ぎてしまうほどである。諸活動を行う際にも,

必要最低限に出費を抑えなければならないということ

や,メ ンバーの大半が,家事労働者として就労 してい

るため,常に活動の際のマンパワーが不足 していると

いう現状からすると, これ以上,大規模に宣伝をする

ことは難 しいようである。

2つ 目の問題は,組織の影響力の弱さである。参与

観察においても,署名活動を展開する側の関係者は,

非常に積極的ではあるが,署名を求められたフィリピ

ン人家事労働者の多くは,非常に消極的であり, 自主

的にというよりも,依頼に応 じて署名を行っている者

が多く,中には「関わらないに越 したことはない」と

いった態度を示 している者さえもいた。 (同様に,筆

者たちの依頼する質問表調査に対 しても,消極的な態

度で応 じる者 も多かった。)興味深いことは,メ ンバー

が署名運動を行っている場面を,興味深 く覗き込んだ



り,事`情を知ろうと声をかけたりしているのは, フィ

リピン人家事労働者ではなく,外国人や香港人であっ

た。フィリピン人家事労働者の多 くは,フ ィリピンや

香港の政策に不満はあるものの,上述の D氏のよう

に,できるだけ安定 した現在の状況を維持するために,

「事なかれ主義」を通すつ もりである者が多いのであ

ろう。政治・支援組織は,そ ういった家事労働者たち

を,動員する強い影響力を持ち合わせているとはいえ

ないのである。

3つ 目の問題は,組織の香港社会における受容が不

十分なことである。インフォーマントの香港人50名 全

員が,UNIFILの 名称を聞いたことがないと回答 した

り, フィリピン人が最大のマイノリティ民族であると

いう認識が高いものではなかったりしていることから

もわかるように,香港人にとっては, フィリピンに関

することはあまり重要な関心事ではないのである。 も

し,組織が香港にて,活動基盤をしっかりと確保でき

ているならば,香港人の中からも,組織の活動に賛同

するより多 くの人々が出現するかもしれないであろう

し,そ うなれば,メ ディアなどでも活動が取 り上げら

れる機会が増加 したり,有力な支持者を獲得 したりす

ることができる可能性 もある。それによって,さ らに

多 くの賛同者の確保つながることも考えられるわけで

あるが,現在はまだその段階には至っていない。

6。 フィリピン人の政治・

支援組織の行方 :むすびにかえて

本研究では,uNIFILを ケース・ スタディーとして ,

香港 に居住するフィリピン人の政治・ 支援組織の活動

とその諸問題 について,組織発起の背景,具体的な活

動内容,組織 とフィリピン人家事労働者の関わ り,組

織 の 問題 点 に焦 点 を 当 て て考 察 を行 って きた。

L「NIFILが,メ ンバーのためだけではな く,香港 にて

就労するすべてのフィリピンのために貢献 していると

いうことを確認できたが,そ の一方で,フ ィリピン人

への間き取 りを通 して, フィリピン人の政治・ 支援組

織における,組織の認知度不足,影響力の弱 さ,組織

の香港社会における受容が不十分であることといった,

3つの問題を指摘することとなった。

組織の認知度不足および影響力の弱 さといった問題

は,L「NIFILお よびそれに類似す る組織のメンバーの

ほとんどが,家事労働者であることによる問題である。

メンバーの大半が家事労働者 として就労 しているため

に,平 日は,組織の活動に参加することができない上 ,

77

給金の中から活動費を捻出することにも制限があり,

組織力の強化や運営費を確保がままならない状況であ

る。多 くのフィリピン人家事労働者は, 自己が置かれ

た現状に不満を抱きつつ も,組織に関わるよりは,

「事なかれ主義」を通す傾向が強い。 このような,参

加に消極的なフィリピン人に,ロ コミや人的ネットワー

クによって,組織の運動 も広めることを期待 しにくい

現状がある。また,組織が基本的に反政府・反体制と

いうスタンスをとっているために,フ ィリピンおよび

香港の両政府からの支持を得ることは非常に困難であ

ることも,認知度および影響力不足の一因であろう。

組織の香港社会における受容が不十分であるという

問題については,筆者は改善の余地はあると考えてい

る。本研究では, フィリピン人家事労働者が抱える諸

問題について,多 くの香港人は理解 していない,あ る

いは興味を持っていないというこという点を指摘する

ことになったが,実際に,フ ィリピン人家事労働者と

まったく無縁である,会話をしたこともない,見かけ

たこともないという香港人はごく少数である。多 くの

香港人が,何 らかの形でフィリピン人家事労働者と,

直接的或いは間接的に接点を持っている。今後,香港

人社会の中で, フィリピン人の政治・支援組織の活動

について知名度が高まれば,香港人の中からも新たな

賛同者も生まれるであろうし,理解を示して署名を行っ

てくれる人が出現する可能性 もある。そうなればさら

に活動が行いやす くなるといえよう。

例えば,L「NIFILが,毎年必ず行 っている大規模な

集会には,メ ーデー,国際婦人デー,国際人権デーも

含まれているが,同様に,香港人の人権団体などによっ

ても, これらの記念 日に集会やイベントが行われてい

る。こういった活動を主催する際に香港人団体を招待

したり,あ るいは共催する形で開催 したりすることを

積極的に提案できれば,香港人社会において組織の認

識は高まるのではなかろうか。ひいては,社会的に影

響力のあるビジネスマンや学識経験者といった有力な

支持者を獲得 したりすることができる可能性 もある。

実際に,2008年 6月 ,L「NIFILを 含めたフィリピンお

よび香港の組織 (争取全民退休保障聯席,関注綜援検

討聯席,関注中港家庭権利聯席,社区発展陣線,香港

融柴会,香港婦女労工協会,群福婦女権益会,香港中

文大学学生会,Asia Migrant Coordination Body,同 根

社,争取居港権家長協会,新福事工協会,中港分隔家

庭組,単親無証単嬌嬌組 ,準末港婦女関注組,準香

港婦女互助組,東九龍準末港婦女関注組,香港聖公会

麦理浩夫人中心新青年互助適応小組 ,張超雄立法議

合田 美穂 :在香港フィリピン人の政治・支援組織についての一考察
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員弁事処 ,街坊工友服務処,香港基督教協進会,香

港天主教正義和和平委員会 ,香港基督教徒学会)が

連合 して,政府に意見書を提出した。その中には,マ

イノリティや外国人家事労働者に対する政策の改善お

よび支援 の要求 も含 まれていた。 このよ うに ,

L「NIFILは ,香港の非政府組織 と合同で,活動の一歩

を徐々に踏み出 しはじめている。
20 uNIFILは ,香港

における影響力を強めるために,他の組織とも連携を

強めることを開始 している段階にある。

フィリピン人への聞き取 りの中では, 自身が香港人

から見下されている,差別されていると感 じている者

が多 く,香港におけるマイノリティに対する差別が存

在 していることも確認できた。政府機関である民政事

務局が委託 した市場調査センターによる,種族差別に

ついての電話調査 (2004年)に よると,イ ンフォーマ

ントの香港人1954人のうち,87.4%が ,「異なる種族

であっても,平等に扱われるべき」だと回答 し,47.5

%が「香港には種族差別が存在 している」と回答 して

いる。該調査によると,イ ンフォーマントのうち,

59。 1%が「種族禁止法令の立法を望む」と回答 し,種

族差別禁止法令が香港経済に負の影響をもたらすこと

がないと考えていることがわかった。2008年 ,香港立

法会は『種族岐視條例草案』を議会にて通過させるこ

とに成功 した。この『種族岐視條例草案』は,民政事

務局が2004年 に起草 したものである。民政事務局は,

それに先立つ1997年,『平等機会 :種族岐視的研究』

を編集 し,広 く公衆の意見を仰いだ。非政府組織につ

いては回答を得た 8割がすべて賛成を示 したものの
,

ビジネス界については回答を得た中の 8割が,当時の

段階では反対を示 したことから,劉 起案の計画は一時

的に暗礁に乗り上げていた。
22紆

余曲折の末,2008年 ,

ようや く『種族岐視條例草案』が議会にて通過するこ

とになり,今後,香港におけるマイノリティに対する

差別が減少することが期待できるようになった。

近年は,一部の小中学校でも,種族差別をなくすた

めの取 り組みが行われている。啓思小学校が採用 して

いる2005年に出版された小中学生向けの副教材『児童・

大同』 (楽施社)で は,マ イノリティが差別されてい

る現状が具体的に紹介され,種族差別の現状を改善す

るために必要なことが,イ ラス ト入 りでわかりやす く

まとめられている,23こ ぅぃった副教材が使用されて

いることからも,小中学生のうちから他民族に対する

差別をなくそうという学校側の取 り組みが伺える。 し

かしながら, このような道徳教育はすべての学校で実

施されているわけではない。今後,積極的な民族教育

人間科学編 (2009年 3月 )

の実施によって, フィリピン人を含めたマイノリティ

に対する見方も改善されることを期待 したい。

これまで,外国人家事労働者および雇用主にとって,

大きな不満となっていた法定最低賃金および雇用主へ

の税金の徴収に対 しても,政府は改善の姿勢を見せる

ようになっている。2008年 7月 ,香港政府は,外国人

家事労働者の毎月の最低賃金を3480ドルから3580ドル

ヘと引き上げた。 また,2008年 7月 ,曾蔭権行政長

官は,「2008年 8月 31日 から2010年 7月 31日 の期限付

きで,雇用主に課せていた400ド ルの税金を免除する」

と発表 した。

時間が必要かもしれないが, このように受け入れ先

である香港の環境が,フ ィリピン人を含めたマイノリ

ティに対 して,現状よりもより寛容で,よ り理解ある

ものになれば,L「NIFILを含めたフィリピン人の政治・

支援組織の活動の機会も増えるであろうし,そ れによっ

て組織の影響力が強まれば,組織の活動に積極的では

ないフィリピン人の参加も見込まれるであろうと考え

られる。 このような香港の動きは,UNIFILを 含めた

フィリピン人の政治・支援組織が活性化できるかどう

かの 1つの重要なポイントであるといえる。

,王

1 続いて, インドネシア人が131,497人 , タイ人が28,385

人である。http://www.gov.hk/tc/about/abouthk/facts.htm

2 香港入境処の資料による。なお,同年,イ ン ドネシ

ア人は104,129人 であり,外 国人家事労働者のうち44.7

%を 占めている。 1996年では, フィリピン人家事労働

者人口は,134,713人 (外 国人家事労働者全体の81.9%),

インドネシア人家事労働者人口は,164,299人 (外国人

家事労働者全体の12.8%)であり, この10年 間にインド

ネシア人人口は急増 している。

3 個別インタビューおよび質問表を用いた聞き取 りは,

主に2007年 H tt H日 に実施された。個別インタビュー

および質問表を用いた聞き取 りについては,筆者の指

導を受けた香港中文大学歴史学科の学生 (代表者黄静

儀)に よって実施された。

4 『亜洲週刊』,2007年 H月 25日 ,75ペ ージ,及び『亜

洲週刊』,2008年 3月 2日 ,24ペ ージ。

5 『亜洲週刊』,2007年 H月 25日 ,75ペ ージ。その計画

は,2007年 4月 に, 中興電訊公司とフィリピン政府が

契約 した計画であり, フィリピン全土に電話線,携帯

電話ネットワーク,イ ンターネットによるネットワー

クを開設するというものであった。中国系 2世のエン

ジエアが,参議院の会議においてそれを証言 したこと

か ら, この収賄問題が全国的に知れ渡った。収賄疑惑

が浮上した2007年 9月 には, フィリピンの最高裁判所

によって, このプロジェク トの凍結命令が出ている。

この収賄問題についての詳細は,『亜洲週刊』,2008年
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2月 24日 ,42ページに詳 しい。

World Developmcnt lndicators Databasc, Apri1 2006。

Saving  Our  Future:  A  situation  on  Philippine

Environment and Struggles, p.9.

『亜洲週刊』,2007年 H月 25日 ,74ペ ージ。

『亜洲週刊』,2008年 3月 2日 ,24ペ ージ。

『亜洲週刊』,2008年 8月 17日 ,37ペ ージ。

香港入境処の統計 (2006年 )

EO… 857に ついては,以下に詳 しい。

http:〃 www.unifll.orgohk/uniprimer.html

現在,全世界には 8百万人のフィリピン人が居住 し

ているといわれており,そ れはフィリピン人人口のlo%

を占めている。 また,海外における不法滞在のフィリ

ピン人の人口も含めると,お そらく千百万人を超える

であろうとも言われている。海外における外国人労働

人口では, フィリピン人が,中国人 (3千 5百万人 )

とインド人 (2千 2百万人)についで, 3番 目となっ

ている。

在香港 フィリピン人家事労働者の祖国や故郷に向け

ての送金や通信状況は,合 田美穂「在香港フィリピン

人家事労働者の余暇活動についての一考察―アイデン

ティティとの関係を中心に一」,『 甲南女子大学 研究

紀要第42号 人間科学編』,63～ 66ページを参照。

在香港 フィリピン人家事労働者の祖国や故郷に対す

る思いや,故郷 との紐帯についての詳細は,合 田美穂

「在香港フィリピン人家事労働者の余暇活動についての

一考察一アイデンティティとの関係を中心に一」,『 甲

南女子大学 研究紀要第42号 人間科学編』,64～ 66ペ ー

ジを参照。

16 当日の参与観察および聞き取 りによる。

17 2007年 Htt H日 に聞き取 りを実施。

18 例えば,雇用主への仲介量だけではな く, 自分をア

ピールするための自己紹介のビデオ撮影費用, トレー

ニ ング費用,渡航およびビザ申請の際の代行手続きな

どが含まれる。

19 こういった諸問題は,香港明愛社区発展服務亜洲外

地労工社会服務計画調査工作小組『外籍傭工在港工作

境況報告書 香港明愛社区発展服務亜洲外地労工社会

服務計画』,明愛亜洲外地労工社会服務計画,2001年 ,

及び,合 田美穂「在香港 フィリピン人家事労働者の現

況―香港が就労先 として選択される理由―」,『 甲南女

子大学 研究紀要第44号 人間科学編』に詳 しい。

20 http://wwwohttp.Org/feedback/humanright/fd population

_policy_08.htin

21 回答を得た25団体のうち, 16団 体は立法に賛成 して

いるものの,時期尚早であると考えており, 6団体が

反対, 3団体は意見なしであった。

22 http://www。 legcO.govohk/yr04… 05/chinese/panels/ha/pa―

pers/hal109cb2… lard― c.pdttsearch=`香 港 0/。20民族%20止支視 '

を参照

23 書籍では,現行の教育制度の枠組みの中では,マ イ

ノリティの子弟が通 うことができる公立学校は小学校

7校,中学校 4校のみであり,学校の所在地にもばら

つきがあるために,高額の交通費を支出せざるを得な

い場合 も多 く,香港の公立学校生を対象に行われる統

一試験 も中国語で実施されるために,マ イノリティが

不利益 を こうむ っていることが指摘 されてい る。

http://cache.yahoofsjp/scarch/cache?p=%E9%A6%99%E6%

B8%AF十%E5%BO%91%E60/。 95%B8%E6%97%8F%E8%A

30/。94&ei=UTF―

8&fFtOp_gal&qlw=0&u=www.keyschinese.

comohk/studentseC/bOok/0506-2.asp&w=%E9%A6%99%E6

%B80/OAF十 %22%E50/。 BO%91°/。 E6%950/。B8+%E6%970/。 8F

+0/OE80/。 A30/。 940/。22&d=J4RDt]RcRkttP(&icp=

24 しか しなが ら,新 しい最低賃金が適用になるのは,

2008年 7月 10日 以降に,契約を行 った外国人家事労働

者に限られる。一部の雇用主は,好意によって新基準

の給与を支払う場合もある。

25 『亜洲週刊』,2008年 8月 17日 ,36-37ペ ージ。 しかし

ながら,税金が免除されるのは,法律施行期間内に外

国人家事労働者 と契約を結んだ雇用主に限 られる。 ま

た, この改正に乗 じて,一部の不良エージェントは,

雇用主に対 して,税金免除の利点を強調することによっ

て,現在雇用 している外国人労働者 との契約を解消さ

せ,別 の新人労働者 と新規契約を結ばせることを勧め

ている。新規契約の際に発生する莫大な仲介料を新人

労働者から請求するというのが,不良エージェントの

実の目的である。 こういった不良エージェン トの摘発

も政府の最優先課題であろう。




